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1.本論の課題

現在の日本農業は､担い手の高齢化や誰某化の

進行､後継者不足による農業労働人口の減少､さ

らには耕作放棄地の増加による農地の減少など､

総じて見れば､その生産基盤の脆弱化に歯止めが

効かなくなってきている｡いわゆる中山間地域は､

とりわけこの傾向が顕著であり､その永続性が懸

念される事態を迎えている｡中山間地域は､不利

な農業生産条件にもかかわらず､食料供給 という

国民経済的な役割を果たす上でかなり重要な位置

を占めている｡それだけではなく､農業の多面的

接能の視点からは､中山間地域の貢献度は平地農

業地域よりもより大きいとみられている｡

したがって､中山間地域農村の維持と再生は緊

急の課題であるといえる｡この点に関する政策的

な措置として､農林水産省は2000年に ｢中山間

地域等直接支払制度｣ (以下､直接支払制度)を

導入した｡これは地域社会の結合力を保持 ･再構

築し､かつ総合的な農業振興を図るための政策と

して期待を集めることになった｡そもそも､中山

間地域問題に対する政策対応は 1980年代末に登

場してきたが､それは主として構造政策や生産調

整政策 との関連でなかなか具体化されるにはいた

らなかった｡ようやく､WTO農業協定が ｢緑の

政策｣を明示したことによって直接支払政策の方

針が決まったといえる日｡

制度の交付対象となるためには築港協定を締結

しな くてはならない｡集落協定の最大の特徴は

｢集落重点主義｣｢農家非選別主義｣｢予算の単年

度主義の脱却｣｢地域裁丑主義｣の4点に要約され

る2'｡これらの特色のゆえに､過去の日本農政に

はみられなかった画期的な制度として評価されて

いる｡

しかしそれだけに､最初から期待のみならず多

くの不安が寄せられていた｡各市町村は､直接支

払いの必須要件である集落協定または個別協定に

取り組んできたが､制度導入後数年が経過する中

でその功罪がしだいに明らかになってきた｡5年

目にあたる2004年度には制度の見直しが行われ

るが､その見直しのためにもさまざまの問題を具

体的に再検討しておく必要があるだろう｡本論で

は､このような問題意識の下に､直接支払制度に

ついて現時点 (2002年まで)における地方自治

体の取 り組み状況や､施策における課題を把握す

る｡また､京都府和知町の実態調査に基づいて､

集落協定の効果として期待されている集落営農と

直接支払制度とのかかわりについても分析する｡ 

2.中山間地域の直面する諸問題

相雅之によれば､中山間地域という用語は ｢過

疎地域｣よりもむしろ古 く､すでに1950年代初

頭から使用されている3)｡ しかしその意味は現在

と大きく違い､平坦地域と山間地域との中間に位

置して､農業生産性の向上が期待できる地域とし

て捉えられていた｡ 

1980年代になると､中山間地域は､農業生産

上の不利地域という意味を強 く帯びて用いられる

ようになった｡ しかし､その定義は様々だった｡

統計上の ｢経済地帯区分｣である農山村と山村を

もって定袈された中山間地域､平地部と急唆な山

地の中間地域として定義された中山間地域､平地

農村と振興山村指定地域に該当する市町村を除い

た市町村によって構成される中山間地域などがそ

れである4㌧

そのような状況を変え､一応の共通理解の下に

議論できるようになったのは､やはり食料 ･農

業 ･農村基本法の制定が大きい｡同法は､中山間

地域を概ね 1990年に公表された農林統計上の農

業地域類型別区分のうち ｢山間農業地域｣と ｢中

間農業地域｣をあわせたものとして理解している｡

この定義によると､中山間地域は全国土の7割程

度の面前を占め､総人口のうち約 14%が生活して

いることになる｡また､中山間地域における農業

生産額､農家数､腰地面街は､それぞれ全国の約 

4割程度を占めており､同地域は日本の農業 ･農

村の中で歪要な地位を占めている｡

このような中山間地域が直面している問題とし

ては､特に以下のような 4点が注目される｡第一

の点は､不利な農業生産条件による低い労働生産

性である｡水田面掛 こ占める傾斜水田 (1/20以
上)の割合は､平地農業地域では6%にすぎない

が､中間農業地域では18%､山間農業地域では 

EEl代洋一 r日本にJB兼は生き井れるか一新基本法に問う｣大月8店､2001年､第4帝 ｡

小田切徒弟｢中山mI地域等荘横支払制度の評価と弥増｣r長盛と楼削 昭和登､2002年8月号｡

柏雅之 r現代中山間地域農薬aiJ御茶の水廿屑､1994年､坪や｡

見玉明人 ｢中山rl地域愚弟 ･B村の多様性と新展開｣r 号J 97tJ J 近親中国研究漉せ5 ､農林水産省中国鼻糞駅瀬端､19年.
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Oo24/となっている｡虚業生産基盤整備率 (田)は､

平地農業地域が63%であるのに対し､中山間地域

等は45%にととまる｡このため､中山間地域では

大型農業機械の導入や農地の熊田化には限界があ

る｡

第二の点は､劣怨な生活条件である｡ l病院へ

行 くにもバスがない｣､｢病院に行 くのに一日かか

り｣ といった深刻な問題もあり､それに伴う交通

費の負担も大きい｡商店も少な く､買い物も牽か

なければはば不可能であるC学校の統廃合により

通学もままならない地域もある｡

第三の点は､過疎化､高齢化による掃い手の減

少 と集落機能の低下あるいは集落の崩壊である.

中山間地域では､農村社会そのものの担い手も大

きく減少 して､集落の崩壊が危供 されている｡ 

1995年農林菜セソサスによると､過去5年間で世

帯数が減少 した農業集落の割合は中間地域で 

38%､山間地域で44%となっている｡また､現

状のまま推移すれば､2010年には中山間地域の4

割の集落で農家戸数が10戸以下になると推計され

ている｡

第四の点は､鳥相害の深刻化である. ]997年

の耕地面前は約495万 haであるが､そのうち鳥

獣による被害面横は約28万 haを占めている｡鳥

獣別には数枚による被害が多く､8万2037haに

達 している｡その大部分が､中山間地域の被害 と

推定される.鳥獣被害が続 くと､農業生産を続け

る意欲が大幅に減退してしまう｡ 

3.中山間地域等直接支払制度の特徴と制度的諸

問題 

(1)中山同地域等直接支払制度の特徴

中山間地域等直接支払制度の内容については､

すでに多くの研究書fや行政資料で報告されている

ので､ここで詳 しく再言することはしない｡本論

の課題 とかかわる範囲で､小田切徳美の議論3日こ

したがって基本的な特徴をさえておくにとどめた

い｡

第-の特徴は ｢集落重点主義｣である｡本制度

による直接支払いを受けるためには､原則として

集落協定を締結 しなければならない｡集落協定の

実際は後述するが､5年間以上の農業生産活動や

環境保全活動を集落合意のもとに盛 り込まなけれ 

ばならない｡交付金額は表 1のように急傾斜地水

田で 10 あたり2.0円であるがr' )/a 100 ･､金額C1

2以上をプールして築港の共同取 り組み活動に当

てることが望ましいという行政指封がなされてい

る.このように､制度設計､運営の両面において

集落が強 く意識されている｡

表 1 中山間地域等直接支払交付金の交付単価

地El 区分 10aあたり単価

水田 急傾斜(1/20以上) 21000円
摂傾斜(/00-120) , 円11 / 8000

,

畑 急傾斜(5 l5l度以上) l00円
線傾斜(8-15度) 3,500

.
円

草地 :鰻傾斜斜' ((1-度以上5 305500005 ,,

革地革(7%以上) ,00円

岩傾 81度)) 1 円円

0 15

採草放牧地 急傾斜(5 1,000円1度以上) 

山所)｢Ll' lrq島即 Jホームページ･hltp//wWwchushlmangoJp/indexhtm . 

(7ク七スI20年1日2日)l0
dLl

1 0 0 ｣ 
(T,新規就農の糊介や拙い Fが集件不fJJな見地を引き貸けて規順舷人する叫合F)

はlEで15巾ll､ U也で5氾L=-l ,( J倒･II ( l 果せする.

第二は､非選別主義 (平等主義)である｡集落

重点主義に立脚すれば､零細農家を助成対象から

排除することはできない｡しかし､中山間地域政

策上の意義は大きい｡なぜなら本制度により､中

山間地域の担い手は､現に農業生産にかかわるす

べての農業者であるという立場が､農政当局から

も明らかにされたからである｡中山間地域独自の

農業担い手像が構築されつつあるといってもよ

い｡それは ｢育成すべき農業経営｣に政策幣原を

集中させようとする主流の農政方向とは鋭 く対立

することに留意しておく必要があるO

第三は､地方裁丑主義である｡本制度では､地

方自治体の裁丑や主体的判断 (地方裁畳主義)が､

制度的に重視されている｡市町村長による判断は

対象地域や対象行為など本制度の基幹的要素のは

ば全般に及んでいる｡これはいうまでもな く､中

山間地域の多様性に応じた制度の弾力性を保持す

るための措恩である0

第四は､｢予算の単年度主義からの脱却｣であ

る.集落に支出された交付金は､集落の判断で次

年度への繰 り越しが認められている｡それに加え

ll小田切は美 r砿棲支払制肝の特徴と鵠紡協定の'if態｣r21世紀の El本を考えるj節14号､2001年8月､4m 
A l戸あたりの受給金部には年rIIOO万円という上限があるsZJ
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て､交付金の国雄支出部分は県レベルで設立され

る基金に対して支払われるという仕組みも構築さ

れている｡&･金制酸なので次年度に繰 り越すこと

ができるわけである｡ いずれも､従来の手法を大

きく精み出した段業 ･出村政策上の試みと見るこ

とができる｡

こうした諸点の中で､先行するEUの条件不利

地域直接支払いとの比較で､とりわけ重要なのは

集落重点主義である｡ここに､｢El本型直接支払

制度｣の特質がある｡このような制度が屯入され

た理由としては二つの点が指摘できる｡ 

-つElは､制度の短期的目的である耕作放棄の

防山二は､躯塔営JlL 引司性B糾 まじめとして地域のJ

にもとづいた取 り組みが効果的であると考えられ

ることである｡これは､特に後継ぎが確保されて

いない段家や高齢段家にとって一定期間 (5年描j)

耕作放棄地を出さないことは､かなり難しいとい

うことを考えれば理解できることである｡

二つ目は､農家の零細性への対応としての躯諮

重点主義である.日本の中山間地域では一般的に

山間地域ほど農家 1戸当たりの段地面節は小 さ

いOそのため､JIIL家 1戸当たりの金徴は小筒とな

るO例えば､2000年度の支払い実縦によると､

都道肘県の協定参加者 1戸当たりの交付金蘭は約 

8万円腐度にとどまる｡しかし奨落としてまとま

ると､ 1協定あたりの支払い金筒がおおよそ約 

140万円というようにそれなりの金簡になるOだ

から､零細制のもとでの直接支払い制度を単なる

バラまきではなく､有効に利用する筒として張落

重点主義が成立したと考えられるC 

(2)直接支払制度の制度的諸問題

｢日本型直接支払制度｣を特徴づける攻落重点

主義は､もともと次のような困難を学んでいる｡

対象地域の指定は傾斜度を基本とする段地単位で

行うのに対して､助成金の活用は集落単位､つま

り地縁的な属人単位で活用することになっている

という矛盾が存在しているのである｡換言すれば､

｢対象にかかわる人的単位｣と ｢活用にかかわる

人的単位｣のズレが､そもそも存在しているO対

象恩地内への他集落からの入作の問題や他出著の

不在地主化は､その最も典型的な現れである｡集

落は､このズレを調整することが求められるので､

集落協定は本来的に輿藩に負担を強いる傾向があ

る｡

米の生産調整と直接支払制度との関係について

も不具合があることが指摘されている｡この問題

については､米過剰を避けるために直接支払いの

対象から水田を除外すべきだという考え方､中山

間地域に対しては転作を緩和すべきだという考え

方､効率的な米生産の観点から中山間地域で転作

を行うべきだという考え方のようにな三つの立場

かある｡

これらの議論は結局のところ､コメ生産にひき

つけた談論であり､直接支払いを農業生産政策と

して把握していることを示している｡実はこの点

に､中山間地域直接支払い制度のより根本的な問

題が存在している｡すなわち､直接支払い制度の

目的と手段0)不整合性であるQ食料.投薬･農村基

本法の想定に基づけば､直接支払制度の本来的目

的は中山間地域における多面的機能の確保が目的

である｡ しかし直接支払いの基準単価は､平地地

域との生産コストOr差徹禰噴 差筋の891)とし) (

て計算されている｡そのことは､本制度の手段が

条件不利を補正する生産政策であることを意味し

ている｡したがって､政筒目的と手法が多面的機

能の確保と連動していないのである｡ここに､本

制度の根本的な問題が存在している｡

以上で指摘したような制度的問題は､個別の集

港協定レベルでどのように現れ､あるいはどのよ

うに調整されているのだろうかO以下では､京都

府和知町の3集落を中心 とした事例調査に基づい

て､この問題を検討してみたい｡ 

4.和知町における集落協定の締結状況

京都府和知町では､中山間地域直接支払い制度

の沓入された2000年に27集落すべてで集諸協定

が結ばれた｡京都府では､比較的早い時期から熱

心に取り組まれていたが､それでも全集落で協定

が締結された例は決して多くない｡この点で､和

知町の取組はかなり発行していたといってもよ

い｡

蓑2ほ和知町における集落協定の一覧である｡

すべての集落において協定内に-Eflの農用地があ

り､もっとも傾斜地面群C)広い ｢升谷｣集落では

対襲農地が3G,3m､交付金衝は65128円l722 ,1.8

にのはっている｡逆にもっとも傾斜地面桁の狭い

集落は ｢下乙見｣集落の 18,580m2で､交付金額

は290,041円である｡一方､協定参加者数も最大

が ｢升谷｣集落の89名､最小で ｢下乙見｣集落の
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表 2 和知町における直接支払制度の対象農地面積と交付金額 
(tlim､I)iit:.JJ

油川 川 ml ナナ.汁 

J*Y .&Ji 食T-I 毛 i 食5I .i. 綿 金柵 li 交付_, ' 別 l 創世 ( l 金邪	 棚'q t: 斜 :: l b

1705 .895 7 69( 2.6 265955小lll 2,9 266.9 80 .6ー 0 0 01795 ,7.

7.6	 583 348 74 03】72 ,ll288什行 2水24 ,4,544 8.6 667,4 0
0

0 0 6,3 6ら ,

lh瑚 3.7 28393 0.9 8430 0 3,6 36823- 1443 ,2.3 1420 3.2	 873 .5,50 02

人介	 5. 11368 4.9 11916 0
0

0 0 825 ,1.25888 .7.4 1237 .3.7 019.8 23284

領抑 1965 .0.1 988 7.4 1,9 230930.1 23195 . 1 908 0 0 946 ,8,6

人 1390 ,1,5 3,0 2448 O
0

0
0

571 .6,53,5 28290 181 5,0 0016

1

,5 30738 

Li 6,3 14021 953 3, 4.4 ,5, 5輔 761 ,2.5 7,9 66744 0 0 0 722 20699

lii 5,7 11271 ,2 822 ,0 11103芥 531 .6,9 109 ,3 0000 56

10

40 ,7,2

卜∠. 1.5 3384 l39 112 0 0 0 0 013 8,4良 874 9.3 l,8 9,1 3,4 4496

卜∠. 1, 22,1 773 164 00 0 850 9,4妃 0877 847 ,0 6,2	 1,8 2001

朽7lI 4,6 8569 ,5 44,4 0 0 0 ,2 120889u内	 029 4,4 5565 520 0 9

0

594 ,9,

4500 450 726 5, ,5 55 4F粟野 , 9,0 5,5 48048 0 0 0 176 2,580 6

鰍ti 442 0,0 4466 5.4 6 . 1 6 6.9 65491,6 3372 .0 3688 21 300 , 557 8,8

卜紫野 69 349 006 2.0 0 0 0
2

065 .23 1,1 4,2 3028 0 4

839.1826

.6 33367

仏 E 2,9 4826 915 ,0 0 0 0 5141 0.1226 6,1 2,7 23340 ,7 7166 

dJ-L 023 3.0 388 3.9 0 0 0
0

0 3410 6,93,4 6513 .7 106 ,3 6619

- 1402 ,1, 7799 2. 0 0 191 ,3.5傾5;i 3.4 284882 .0 63272 0 1,5 34814

中 8,9 17618 .9 878 0 0
0

324 ,3,2218 ,2,5 106 .6 00 8

2

,9 I7496

角 8,8 17412 ,8 3, 0 0 0 ,6 18600442 ,7,2 395 188 8847 ,0, 2 

Iこ 9,6 19499 573 2,6 0 0

0

0
0

0,5 20123L榔 359 .6,4 1,8 1624	 01932 .9,1

f■III	 1443 ,9.0 1,9 1276 0 0 0 0 855 .0,3;- 0,4 21333 402 1,3 11,3 23609 

Jム野 0.4 22744 593 4,0 0 0 0 6,0 265181654 ,3.2 5,6 4774 1257 .8,2

人傭 2,2 5714 ,6 3,9 0 0

0

2.8 55,464 1,0 442 566 906 2800 

tIJf 053 .6.5 3,6 2174 0 0
0

201 ,1.9lf 5,9 10243 148 5,4 0 8

0

,6 13417

稲次 6,7 133,5 822 ,7 0 0

0

441 ,4,3359 , 519 656 0 0 6,0 13175 

Ij捕翌 6,3 34942 6.9 132238 0 0 0 0 2,2 47180/	 1282 .1.7 1526 , .6 3818 ,4,4

小畑	 1092 ,5,2 7.8 5228 0 0 0 0 2123 ,1,73.8 27062 021 6.4 0,6 33280

小J.ト ,4,1 4.8.1 114413 ,5.6 6 . 1 ,6 198 ,9,2 5,6.121225 49655 , ,8 91344 21 300 6282,3 32297 41498 

mFf)和知FrYZII


沌)qの.cとは. 用とL坪H斜のことである
'l a棚引.	 i f

7名である.このように､協定の規模は集落こと より2つの個別協定が締結されている｡ 

にかなりの開きが見られる｡ 2002年度における交付金額､及び支出金額は

認定農業者に関しては､法認定を受けている者 表 3のとおりである｡交付金を個人配分している

が3名おり､そのうち1名が個別協定を結んでいる｡ 奨藩は18集落あり､なかでも交付食額の2分の 1

これとは別に､和知町より認定を受けた認定農業 まで個人配分している個別志向派の集落が12集落

者が1名おり､和知町では合計2名の認定段共著に ある｡交付金の使途については ｢集落活動取 り組
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み報酬 ･出役｣に対して支出する集落が23ヶ所で､ と続いている｡

最も多くなっている｡2番目に多いのか､交付金 集落協定の必須事項である農業生産活動等での

の半分まで使用できる性質を持つ ｢農業者への配 ｢戯用地に関する事項｣に関 しては､全雄藩で

分｣に対するもので21の集落が該当する｡以下､ ｢適正な農業生産活動｣｢賃借権設定 ･農作業の委

｢生産性 ･収益の向上､担い手の定着｣への使用 託｣に対して交付金が使われている｡和知町で特

が2

｢多面的機能を増進する活動｣への使用が1集落4

0集落､｢水路 ･農道等の維持管理｣が1集落､9 に問題となっている ｢鳥獣被害防LE対策.｣は､23

0集落が取 り組んでいる｡｢農地法面点検｣には2

表 3 和知町における中山間地域等直接支払交付金の明細 (2002年)

交付金稔鞘 個人配分分 共同取組拍動分 支出金部i 欄立槻)面倒持分 均等 面棚持分 均等割 (城柵
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角 

広漸 

才原 
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出野 
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)郁丘歎残棚 (fI は,冶年分と本申分を合甘した金脈とするこ

出所)和知町市村より本市作成
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集落が使用している.｢水路 ･農道の管埋｣に関

しては 27集落すべてで行われている｡

選択的必須事項にあたる多面的機能を増進する

活動をみると､痕も多いのか ｢堆きゅう肥の施肥｣

で24集落が行っており､次に多いのか21集落に

よって行われている ｢周辺林地の下草刈｣である｡

その一方で､｢体験民宿｣､｢棚田オーナー制度｣､

｢市民農園｣､や ｢景観作物｣等は 0-4集落にとど

まり､和知町ではグリーンツーリズムを目的とす

るような使い方はほとんどない｡

次に生産性 ･収益性の向上に関する部門につい

ては､2 4典藩で ｢畿械 ･施設の共同購入 ･共同利

用｣へ使用されており､｢農作業の受委託推進｣､

｢農作業の共同化｣がこれに続いている｡農業の

担い手の定着に関する碑項については､オペレー

ターの育成 ･確保の項目内の ｢オペレーターの募

集｣と ｢研修等への参加｣へ交付金を使用してい

る集落が多く見られる｡それに対し､新規就農者

の参入へ交付金を投入している躯蕗は 9集落 と全

集落のうち半分以下となっている｡このように､

新規就農者に対する受け入れ態勢はあまり整って

いるとは言えない｡

集落協定内での集落全体としての目標を項目別

にみると､｢生産組織を完成｣か 1雄藩､｢集落組

織を完成｣が 11集落､｢集落による複合経営を実

現｣が 8媒滞､｢その他｣が 5集落となっており､

｢高生産性技術の導入 .コン トラクターの活用｣

を目標とした集落はひとつもない｡

最後の項目である集落の将来像についてのマス


タープランでは､｢都市住民との交流｣が 4集落､


｢マスタープラン作りのための勉強会｣が 1集落で､


｢花一杯運動､段畜産物の直売､体験民宿｣が 1


集落､｢事業設立の検討等｣が 2集落あり､｢その


他｣が 1妹務という状況となっている.集落協定


表 4 集落協定の持型 

妓宿営J Ei

では事業自体に 5年の期限を設けて見直しを行い､

個別集落は第 2ステップのマスタープランを作成

してはじめて､次段階の直接支払いの対象となる｡

加えて､中山間地域直接支払制度の骨子に ｢農業

収益の向上等により､対象地域での農業生産活動

等の継続が可能であると認められるまで実施す

る｡｣と定められており､これから 5年を越えて

活動を行うときマスタープランの作成は必須であ

るため､集落内での早急な対策と検討が求められ

る｡ 

5.和知町における集落協定の特質と課題

以上のような集落協定の実態をより詳細に検討

するために､中山､安栖里､稲次の 3集落におい

て契態調査を行った｡これら 3集落は､和知町の

紫諮営農の草分けでもあり､集落営農と集落協定

とのかかわりを見るうえでも格好の事例であると

判断した｡

ところで､集落協定と一口に言ってもそのあり

様は多様である｡そこで､3集落の協定を位置づ

けるために､集落協定の頬型化を試みておきたい｡

ここでは本論の課項に引き付け､担い手を軸にし

て分頬を試みた｡まず､表 4のように集落営農と

特定担い手に分頬し､前者を集落営農型と三セク

依存型に､後者を法人組織育成型と家族経営育成

型にそれぞれ細分した｡｢集落営農型｣ とは運営

主体を宮殿組織とし､交付金C )使途も営農組織に

対するものが中心となる｡｢三セク依存型｣とは､

虚業生産活動などを三セクに委託するタイプの協

定である｡さらにこれら 4タイプは､交付金の使

用方法が ｢農業生産および担い手確保｣を中心と

したもの､｢多面的機能の増進｣を中心としたも

のに大別される｡

特定担い手

タイプ ut E型 セク依存型l滞留I E 3 法人組織育成型

遡営主休 ･営JB弘E fl ･腿茶公社 ･腿irL組合法人
･営伯組合 ･第3セクター ･特定E 3菜法人

旭基のE l 皆腿 I3地のi :柄や腿作- 法人の迎皆の円滑化的 弘田の巡営 : JJ &
や金など 香j tなど .など

肋締)溝 斤作成

家族縫営J f<J成型

･認定L3発着
･中核腿家

個別協定の締鵜などに
よる把い手のT F成
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(1)中山集落の集落協定 め等雄藩営虚上の基幹的活動において中核的なリ

中山の毅港協定は2000年 11月28日に認可され ーダーとしての役割を果たす担い手として指名さ

た｡協定には ｢中山中山間地｣という名前がつけ れている｡

られているO対象面Gllは12.8haで､うち急傾斜 対象行為として取 り組む事項 (必須事項)のう

地が993 水凹のみが対象となっている｡ T<他流劇化､耕作放棄地の.%を占め､ ち､出用地に関してはIp-

協定参加者数は､農業者29人 (農家数36戸)､お 復旧および管理､法面点検､鳥獣被薯防止の5項 

よび生産組織と水利組合がそれぞれ1組織であるC Flが掲げられている.水路 ･段通等の管F=巨方法に

役員は代襲者､ .f 関しては､年 2回の満さらいと道普論に取り組んl記､会計がそれぞれ一名､計3

名で構成されている｡いずれも選挙で選ばれ､任 でいるO多面的機能を増進する活動としては周辺

期は 5年 となっている｡交f7金Imは年間27 林地の下草刈り､堆きkJ J 6万円 Dう肥利用が選択されてい

である｡ る｡

協定 Il隻地における主な作目は､コノと黒大豆で 同様に必須事項である生産性 ･収益の向上に関

ある｡品機は収iiと金衝の面から､｢どんとこい｣ 段菜機械の購入 ･典同利用を進める｣をt しては ｢

が採用されている.中山攻落の営虚方式は向田と 目標に掲げている｡現在 トラクター3台､コンパ

呼ばれる地区の整備済み農地で行われている集落 イソ2台､助力運搬庫3台､中耕機2台､管理麟2

営農であr)､戯他のはほすべては組合へ出資され 台､旧植機3台､大豆選粒機2台､乾燥施設を共同

ている丁｡その共同田での担い手は50-91歳で平 利用しているが､将来的にはさらに大型機槻化に

均77歳である｡ よる効率化に努める､としている｡また､担い手

次に ｢娘落協定 .F の定着等に関するFl標に関して､現在8人いるオl｣に基づいて協定内容のひな

型にしたがってみていくと､腿地の管理方法のう ペレーターを10人に増員したいとしている｡その

ち段用地に関しては､｢築港協定参加者が協定内 ll 豊地を共析延長線上に､般-E全体としての目標はE-

容に従って管理する｣となっている｡水路 ･農道 した中核的担い手を残りの娘落メンバーが補完す

等に関しては､｢鍛落申し合わせ弔項により定期 るという形の般落首)1%が構想されている｡ただし､

的な除草等の作業を行なう｣｢その他 (水路は水 将来の集落像についての基本構想､つまりマスタ

利組合により管理を行い､段通は区長管轄q:もと = 空白のままであり､依然と) ープラン作成の項巨 ま

町道とともに管理する)｣の2点をあげている｡躯 して計南中の段階にとどまっているO

諸協定の管理体制は先に述べたとおり3名であり､ 交付金の使用方法ほ以下の表 5､蓑6のとおり

代表者が水路 ･堤通等の管理や礁落内のとりまと である｡特徴としてほ､交付金の 2分の 1を個人

表 5 2001年度における中山集落の交付金収支報告 

(l)札 JIT総触

総糾 hl}Tの雌蝶
/1:

① 個人札 /'I .3,5 交付金の 1 をlnfl I'1) 13693 /2 r-rで指 // 

(2 t･,l畑L;( lf)),lJJr ･1動支I'軸

文/t( 立山T: 朋'巧
'巾ll i i■ll l

･J梢でI 235 帳将､t l 2,6 印鑑､ その他

会議'L 1040 他公演､lfy 3,1 役目会､ 'L川舟耶


子姥II, 州人Jy 400 E氾一...刈､ J..Jl
(丁当､ t 2,0 ll ■二 柑il､'


妨訴合作'ty 90,000 姓と労会を乃む
 

Jl i/i ,0,0 印材､
IIrH捕II'l 10000 労 !?､その他
 

[州 l 汚センターr' 'I 5,0
改 [, l日..tf 000 

11'冊 ) rt7刑より什Jll 柵知II R

池 Iー ｢ll本L おける家族t.7の位横とI･.51TJ｣llJ. PPi仝 l >研甥< 耶2 ' 33腰掛7: l軸比僻 JJJlII = S11 L' H 村訴研r t 村沸汁.. 9仏 #族1 3の氾領一そのL 目a1 ･ 6 L= J

漁村文化協会.199'fI 83i:,1ページ｡
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表 6 2002年度における中山集落の交付金収支報告 

(1)配分総称 (蝉til-.:円)

総糾 配分等の≠基礎 

① 個人配分分 1,336,953円 交付金の 1/2をlhf-榊で接 //1 

(2)共同取組活動支出榔

支出JfiEl 支出祁 偏.キ 

Jl務群 .5 中山 l=J f.と実F 文研具i 8 0 rr E R､6 L地域の知,:

合法紳 2.8 役f 他会議､ Y884 l会､ t用かm

稚貝手当 18,000 代表 10000､庶務 3000､ 

'm用弁竹 16,000 会計 5000

仏語会合甜 80,445 EEl鋤他 (LY用弁胴

稚檀補助 1,070.000 慰労会を含む

諾己念 品 89.250 資材 ､労 17､その他

中山改沓センタ一個上ILS 50,000 刈払刀34枚

総計 1,361,229

出所)和知rnl料より作IR

配分として農家に均等配分している点があげられ 中核農家の育成はこの制度への対応にも効果を発

るCこれは､個人の農地を雄藩営農組織へ拠出し 揮できるものと考えられる｡ 

ていることによるものである｡つまり､交付金の 2003年度の計画については､水田に水が不足

約半分は戯地を出質したことに対する報酬の意味 する時期に当たる8月半ばからダムよりポンプア

合いを持っているのである｡共同取 り組み活動の ップして水田に放水しているが､その施設が老朽

支出のほとんどはイノシシ用の被害防止フェンス 化しているため､屋根と柱の修繕が計画されてい

に使用されている｡2002年度は向田地区に2.5キ る｡中山では閤場整備の性質上共有田と個人の保

ロ､03年は1.2キロのフェンスが設荘されている. 有する田に分かれているが､共同の方ばかりに交

その他の取 り組みとしては水路の掃除や戯道の草 付金を使えないという問題もある｡

刈りがある｡これらは全員で行われるが､水管理 以上の説明から分かるように､中山集落の集落

と畦畔管理は自発的に各自で行われている｡した 協定は､集落く･るみの集落営農組織の再活性化を

がって､運営のための蔀務費などの経139を除けば､ 目的としているといってよい｡農地を管理してい

使用方法のほとんどが獣書防止対策に当てられて くうえで､個人の対応ではすでに限界に来ている

いる状況である｡ 現状を踏まえ､交付金の使用方法も集落営農への

ところで､中山での水管理の特徴として ｢水番｣ 使用が主となっている｡つまり､中山の輿落協定

という制度がある｡これは､中山にある溜池から は ｢営農組織型｣であるといえる｡

各閉場へ水を供給する作菜を当番制で行うという 中山が抱える最大の問題は､次に述べる安栖里

ものである｡8月いっぱいまで担当若の名前が決 と同様マスタープランの作成が進行していないこ

められており､その日の担当者は､溜池から水を とである｡5年間継続して行わなければならない

引 く作美を当人のTf任で行わなければならない｡ ことがネックになっており､中山地域虚業の先が

しかし国道27号線と平行しているため､作業は決 見えない状況に悩まされている｡ 

して容易ではない｡1キロの間に8つの水路があり､

それぞれの水路には各2本のパイプが通っている｡ (2)安栖里集落における集落協定

能力に個人差が生じるため､能力の高いものと低 安栖里集落の集落協定は2000年 11月30日に認

いものを交互に組むといった工夫も必要になる｡ 可されたRI｡対象面前は328haで､そのうち急 

] 中山r地域の再生をE Eと共i - L 2'' 安栖里躯請の取組都例は､小EE切徒弟r "''] l指す知,T R-(a:接支払制皮の活用了if列から-j全国虎姫会議所､200年 

1月､87ページ､にJf-しく述べられている｡
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傾斜地は 496/にとどまり､比較的緩やかな農地.0O

が多い｡地目別では水田のみが対象となっている｡

協定参加者数は､農業者 69人～"と水利組合 1組織

である｡交付金額は年間 474万円である｡

集落協定の管理 ･遂行のために､｢安栖里中山

間地域線の会｣が結成されている｡本地区では集

落協定のはかに個別協定が 1つ締結されている

が､その締結者もこの会には参加している｡自治

組織 とは別にこのような機能組織を結成している

ことが安栖里集落の最大の特徴である｡役員は 6

名 (会長､岱記､会計､土地改良施設担当､共同

機械担当､法面点検担当)､監査役 2名から構成さ

れており､任期は 2年である｡その中で､代表者

が水路 ･農道等の管理や集落内のとりまとめ等集

落営農上の基幹的活動において中核的なリーダー

としての役割を果たすこととされている｡

必須事項である農用地の管理については､農地

流動化､耕作放棄地の復旧､既耕作放棄地の保全

管理､法面点検の 4項 目が掲げ られている｡水

路 ･農道等の管理に関しては､それぞれ年 2回の

溝さらいと道普請が中心となっている｡多面的機

能を増進する活動 としては周辺林地の下草刈りを

掲げている｡

生産性 ･収益の向上に関しては､農業機械の共

同利用の促進を目標に掲げ､現有の トラクター 1

台､コンパイソ3台を電新するとともに トラクタ

ー 1台を増やすこととしている｡担い手の定着等

については担い手への農地集積を目標 としてい

表 7 2001年度における安栖里集落の交付金収支報告 

(1)配分総徹

総称

(》 個人配分分 

(2共同取組活動支出 5f) 'i

支出項E l 支出簡

る｡集落全体としての目標は中核的担い手への農

地集群と他の集落メンバーによる補完によって集

落営農を実施することに罷かれている.最後に将

来の集港像についての基本構想､つまりマスター

プラソの作成は空自のまま残されている｡

表 7､表 8はそれぞれ 2001年と 2002年度の交

付金の使用概要を示している｡これによると､交

付金は､毎年の獣害防止柵のはか､ トラクターの

購入や揚水ポソプの更新､農道の舗装に使用され

ている｡交付金は個人配分を行っていない｡その

ため､交付金の全てを共同取 り組みに使用して､

トラクターの帝人など大規模な支出ができる｡こ

の方式はリーダー層の強い要望により実現した｡

直接支払いの本来的趣旨にかなう方法であるが､

協定参加者に対する説得には労力を費やしたとい

う｡

安栖里集落における協定の特徴は､集落内の結

束力の強さと､協定を推進するためのリーダーシ

ップを発揮できる人材が複数存在していた点にあ

る｡集落のまとまりのよさは､協定の締結以前か

ら集落営農組織による共同経営や､農業機械の共

同利用による耕作放棄の発生防止などに示されて

いる｡

しかしながら､そのような条件に恵まれた安栖

里集落にしても､マスタープランの作成は見通し

がついていない｡草刈りを行うといったような漠

然とした段階にとどまっている｡その最大の理由

は､役員にかかる負担が非常に大きいことである｡

門2分等の基礎 

0 

備考

役貝手当 

iJS落会合班 

拐水ポンプ甲新 

金網柵負担金 

総計 

199,000

57.737

2,514,787

1.800.000

4,571,524

役 E l㌍用弁伯(1,000円 /H) 

幣料作成 ､会瑚借上 'LYなど

揚水ポンプ更新都濃狩

秘薬 ' Lfの 20%の内金

出所 )和知rrや科より作成 

'J そのうち 3名は隣接水落からの人作者である C 
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表 8 2002年度における安栖里集落の交付金収支報告 

(1)配分稔額 

総紬 配分等の鵜礎 

(蝉位:円)

74

(D 個人配分分 0 

共同取組活動安rhBl't)2(

支出項El 支出額 備考

0085,11 010,役Elや用弁fm( 0円/H)役貝手当 

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,

04,

00.

90.

00,

1

8

2

8

0

1

27,

5

1

8

雄落会合LLY

農機具購入 

.金網珊負他念 

汎用ポンプ 

恩遇舗装 

総会記念品

トラクター.代描き機 

前年度即発残金

干ばつ用揚水,ポンプ

15,工 fJ代金 1i 0000.5 円の内本年度支i/分.

水路 rJ<迫管理? 肝
握り込み手数料

0

0

6

0

7

7

75,

14,

95,

2

4

3

48,

出夫FY nL用弁f 

稚拙 

総此 7内訳 :過年度棚立 1 6103,

0692,746,

円 

円31年度分 

過年度機宜柵 0円0残 (倒立)節 

山新)和知IT特科より作JR

また､直接支払い制度自身が抱える矛盾のひとつ 耕作放棄に関しては､農地流動化､耕作放棄地の

である課税問題にも悩まされている｡さらに､会 復旧､既耕作放棄地の保全管理､農地法面の点検､

計年度 4-3月)､税制上の期間( -1( 12月)､ 鳥獣被害防止対策の 5項目を挙げている｡水路の

｢緑の会｣の会期 (6-5月)の違いが役員の負担

を増大させている｡

以上の検討から､安栖里集落の集落協定は､

｢集落営農型｣ と ｢家族経営育成型｣とを合わせ

持った､融合型集落協定であるといえるo中山媒

落と大きく異なる点は､｢緑の会｣という集落営

農組織 とは異なる運営母体を設立 したことにあ

る｡ 

(3)稲次集落における集落協定

稲次の集落協定は2000年 11月30日に認可され

管理に関しては､他の 2集落と同様に年 2回の溝

酸いを行うが､農道については､隣接する耕作者

の個人対応に任すこととしている｡多面的機能を

増進する活動としては景観作物の作付と堆厩肥の

施肥が選択されている｡

生産性 ･収益の向上に関しては､現状程度の作

業受委託､老朽化した農業横根の要新と共同利用

だけが目標とされている｡担い手の育成目標 とし

ては､必要に応じてオペレーターを募集するとか

関係槻関と調整のうえオペレーターの技術研修を

行うといったように､やや消極的な目標が掲げら

た｡協定の対象農地はすべて水田で､面桁は6.4 れている｡

haと規模が小さい｡しかも､急傾斜地がほとん それでも将来的には､溝竣いなとの共同作業は

どで対象農地の98.7%を占めている｡協定参加者 全戸で行いつつ､敷戸の農家に稲作を集中して残

2数は､農業者 1

農家組合 1と多岐にわたっている｡集落協定の管 群棲的な集落複合経営が展望されている.マスタ

理は､代表者､fir記担当 2名)､会計担当､共 ープランについては､中山､安栖里の両境港ではlt (

同機械担当の計5名の役員が担当しているO交付 いずれも方針が定まっていなかったが､稲次では

人､水利組合1､農業生産組織 1､ りの農家で高付加価値型農業を営むという､より

43金額は年間 1 万円となっている｡

農地の管理方法としては､農業の継続が困難に コストの低減を優先課題に設定している｡とくに､

なってきた農業者に対する農薬委員会の斡旋とふ 更新時期の来た個別所有の農業楼概を塩力処分

るさと振興センター農作業受託部への委託を取り し､集落営農組合による共同利用やふるさと振興

上げていることか中山､安栖里と異なる点である｡ センターへの作業委託を組み合わせていくことが

上記のような-集落-退場制を展望しつつ､機械
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構想されている｡

河野-成 ･池上甲-

稲次では､戯作菜の多くをふるさと振興センタ

交付金の使用実践については､表 9､表 1に示

すとおりである｡交付金は全領共同取 り組み活動 協定の前提となっている｡このことから､稲次0)

0 -段作業受託部に委託しており､そのことが銀落

に当てられており､個人には配分されていない｡

これは､稲次集落が比較的小さな集落であり､個

人に配分したのでは共同取 り組良として大きな事

業を行うことができないためである.また住民意

識も高 く､個人配分をしないことに対して住民か

らの苦情はほとんどなかった｡このため､交付金

の使途は主として集落営農向けであり､脆弱化し

た農業基盤の更新を目的としている｡後述するよ

うに､稲次では現在､｢全戸参加型｣の全面協業

による稲作を行っているため､集落宮殿への交付

金の使用はそのまま全員の利益に結びつくことに

なるO

表 9 年度における稲次集落の交付金収支報告1002

(1)配分総額

総嶺 

0 
Bllの貼礎LJ等'

(D 個人配分/71 

② 典同取り組み活動分 

(2)共同取組活動支出離

支LLi項Ll 支出析 備考

有苫猷防止柵 (金網柵)f1拝l金 

草刈用田村iLY

総L汁.

残 (樹立)節 

Lh析)和知rT特科より作IR

0表10 2 20年度における稲次集落の交付金収支報告 

5317,413,

0

0

0

5 

0

0

0

3

00,

00,

00,

17,

0

9

9

5

11,

11,

1

(1配分総ddf) 'i 

総軸 配分等の)T基礎

① 個人髭LJ.1分 0
l

集落協定は ｢セク依存型｣といえる.P 

セクに委託することで､高齢化に起因する月珪地の

荒廃を防ぎ､集落宮殿組織を継続させている手段

としているのである｡

集落協定への参加者は､その想定期間が終了し

ても､引き続き協定の内容に取り組んで行きたい

引っ張っていくlJ-ダーがいないという問題があ

る｡稲次集落では輿落協定の開始が農業者のやる

気を引き出し､営農を継続する要因となっている

ため､制度の継続が強 く望まれている｡

3

と考えている｡しかし､高齢化集落のため集落を

(

,!{L作業を3

面桃 .蝉価で接分 

串刈り用チップソー代

)J)fI立:ii

)2(-肘司取組活動支出軸

支aJJ噸El 支出鰍 備考 

13氾別姓工咋地元負地金 

共同防除用事剤PP滞器 

同上付属品 

0

0

8

0

2

8

00.

15.

70.

0

5

11.

手助式3台

ナイヤガラ､マスク

Y't葬制 
燃料'-yt

2451.6

2

イモチ病防除弗剤

人×2

31

0

0

23,

440.

400.

混合油

ゴム印代 

人夫代
 

総計
 

山所)抑知■ref料より作成

000, 円

1844.312,
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6.和知町における集落堂差と集落協定 知町は､8%作業受託体制を整えれば耕作放棄の防 

(1)和知町の集落営農 Jl.につながると考え､1985年に第3セクター方式

和知町は､1986年に ｢朝日段英貨｣を受'托し､ による農作菜受託組合を設立したのである｡

集落営農のモデ)Iケースとして注目を集めた｡嬢･ T没と三セクによる和知町独自の営農体系/ 集落営EL

落営農の 口火を切 ったのは稲次礁薄であ り､ は1980年代半ばに般盛期を迎える｡ ところが､ 

1979年に稲作 と黒大豆の全面協業経営を目的と 1993年ごろには15集落が相次いで組織を解散す

した稲次農作業共同組合が設立された川-｡前面協 るに至った川｡2003年現在の集落営農は､蓑 11

業型の鍛落営農はその後､中山や角など4雄藩に のようになっている｡全面協業の鍵箱は4雄藩に

広がった｡続いて 1982年には､集落営農連絡協 とどまっているが､同表中に掲淑している共同作

議会が設立され､全町域にわたる集落営農の拡大 業型､共同搬稚型の雄藩において直接支払制度の

が目指された.その結果､1990年に27紫話中の 交付金を共同取 り組みに充てている割合が高い｡

24集落が集落営農に取り組むことになった｡ このことから､中山間地域等直接支払制度と妹落

ところが皮肉なことに､雄藩営農の拡大と軌を 営農には一定の関連性が見出される.つまり､直

一にするかのように､担い手不足や共同作業への 接支払いは集落営農組織を維持 .存続させる手段

不参加などが目にみえて増加して くる｡ とくに､ として重要な役割を持っているといえる｡ 

荒廃農地C)増加が大きな課題となった｡そこで和

衷11 和知町における営農体系の種類 

1Jl,浴 営LEE体系の機軸 ll:I'....4L 筒Jn休系の棚倣 

l11山 共同作男型(貼 -̂豆紺地化) 一郎可内 機械の共lFiJ(オペレーター方式)

チ-谷 用人B'_舵機機､I鬼filL_横 坂Jilf Ll:t'大豆托燥機､脱栂機 

IJL瑚 一部共同作JR､1.大豆9:.同防除 巾 稲作共同作男

人 LEt作男組合の戯 {/. 柄 共hiJ作R (水稲 .31与大豆)

碓BiT!- 機械の典lt=i(オペレータ一方Jt) 広漸 I.喋大ii_乾燥機､脱粒横 

L乙妃 機械の矧Li 才Ju;!' A.1人豆乾燥機､脱粒機 

F乙妃 水稲 .誹典ln'J作男 広野 機械の共lL-'lJni大豆共同PJf除

大迫 ,E.L主人ii乾憾債､脱粒横 稲次 稲作共ld川三溝

長瀬 .F11人豆絶域横､脱粒横 I.#伯 t聖. ･.,lt;共同作男

川l' llkrq市を 一 L削 frllT 鉢資If 

(2)中山､安栖里､稲次集落における集落営 当時 とメンバーがほとんど変わっていないこと

農 は､集落営農の世代交代の難しさを示している｡

中山舘溝での舘落営腔は､向田と呼ばれる､約 安栖里集落a)農作業共同組合は 1981年に結成

10haの圃場整備済みの農地で行われているOこ された｡組織形態は一部良家が参加する完全協業

この段地所有者は､集落宮殿にすべて出質した形 組織であり､参加戸数は26戸､構成人数は3名の

式を取っている｡媒落営既組織 としては､会長､ 入作者を含んで29名である｡安栖里では､水稲の

副会長､会計､水稲栽培係､黒大豆栽培係､オペ ほかに黒大豆､さらにハウスでのミズナや切り花

レーター (9名)の役職があり､オペレーターを 生産を共同作業で行っている｡共同作業では若者

除いて11名の役員から構成されている｡主な作業 から高齢者まで幅広い層の力が発揮できる営農体

は､耕起､田植え作業である｡オペレーターは50 制を作り上げ､能力や適性に応じた役割分担を行

-70歳であるが､ここ2年 くらいで状況は大きく っている｡

変わるであろうと予測されている｡ とくに､発足 例えば､大型機械作業は中核的戯業者が行い､ 

'.. 池上甲- ｢F本における家族様倍の危機と妨訴営 ｣E木村落6f究′ r : T2J 家族段農凝倍の危機 -その E僻比較｣農山l '農 l J' 芦会 村･芹社会研賀･t9A l

漁村文化協会､1993年｡ 

LIu:渚営農解体のPj n略する｡. L 畑 はここでの凍雌ではないので'
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黒大豆の移植､収健など多くの人手を必要とする

作業は婦人を含む全員作業とし､黒大豆の選別な

ど軽作業は高齢者が負担している.また､農某横

樵 .施設については､参加農家所有の農機具の借

り上げ､和知町ふるさと振興センター農作業受託

部､農協のライスセンター利用料など賃借方式の

封入を図っている｡

しかしながら､高齢者が大半を占める安栖里央

務では､今後雄藩営農を続けることが難しいと考

えられており､今後は振興センター農作業受託部

への委託を増やすことになると予想されている｡

すでに現在でも草刈りが精一杯 といった状況にな

りつつあり､｢組織 としてほとんどすることがな

い｣｡

稲次集落は前述のように､和知町で最も早 く戯

作業共同組合を設立したところである｡稲次では

最初から一部段家が参加する､稲作と黒大豆の完

全協業経営が行われてきた｡現在では､水稲栽培

のみ全戸参加型の全面協業による共同作業を行っ

ている｡ただし､田植作業は､田植機の故障をき

っかけに和知町ふるさと振興セソクーへ委託して

いる｡ 

(3) 農地管理主体としての振興センター農

作業受託部

ふるさと振興センターは､行政､各種団体､地域

住民が知恵と力を結集して地域社会を清作化する

ことを目標としている.発足年次は 1989年6月で

ある.出資金は和知町 2,0 lヲ70J円､和知町農業協

同組合 300万円,和知町森林組合 100万円だった｡

センターの組織は､総務部､営美都､特産開発

部､農作業受託部に分かれている.このうち､本

論の課題にかかわる農作業受託部について考察し

よう｡農作業受託部の前身はすでに述べた農作業

受託組合であり､1 989年に振興センターに編成

替えされた｡この受託組合は､荒おこし､水溜め､

植えつけ､堆肥散布などの春季作業､秋の刈り取

り作業など農業横桟による農作業を引き受けた.

設立当初より農作業の受託面群は増加傾向で推移

し､9 4年に耕うん 9,730a､田植え 4,950a､稲刈

り5,720aでピークに達する｡これは､9 0年ごろ

から奨落首農組織が機能しなくなりはじめ､それ

にともなって受託依頼が増加したためである｡つ

まり､弱体化してきた集落営農組織を下支えする

機能を果たしてきたのである｡その枚能は､振興

セソクー農作業受託部となってもますます強まっ

ている｡ 

2003年現在､農作業受託部は従業員 6名で構成

され､平均年齢は 50歳と比較的若い｡保有機械は

トラクター 5台､田植え機 2台､コンバイン 3台で､

他に溝掘機､ロ-タリー､マニュ7スプレッダな

どを保有している｡

農作業受託部では土づくりから稲刈りまで一貫

して農作業を許け負っているが､乾燥 ･調整はラ

イスセンターに任せている｡最近では､委託者か

らの要望によって､肥培管理を含む実質的な経営

受託も一部で行っている｡しかし､受託件数はこ

こ数年横ばい傾向にある｡転作の影響や調整水田

への変更が主な理由として考えられる｡受託件数

は田植えで 200件であり､稲刈りは 240件になっ

ている｡和知町内の金集落から少な くとも 1件以

上の受託申し込みがあり､単純平均で､町内農家

の約 45%が農作業受託部を利用していることにな

る｡

そのほか､町の土づくり推進政策をうけて､全

集落を対蒙に堆肥の散布 .土づ くりを実施してい

る.その費用は､町がユ袋 (500kg)あたり 500

円を負担している｡堆肥は町内にある畜産業者か

ら出る牛糞を完熟させ加工している｡なお､堆肥

の散布については 10aあたり約 4袋を必要 とする｡

さらに通年の就業を確保するために､農作業受託

部は農協関連の事業で農家の水菜ハウスの施工 

(鉄骨の建設からナイロン張 りまで)､町関連の作

業で町道の草刈り･桁掃を､冬季の除雪作業をそ

れぞれ 1年契約で行っている｡

以上のように､振興センター農作業受託部は農

作業受託を中心にしなからさまざまの作業を請け

負っている｡この農作業受託部は､集落営農との

かかわりにおいて､先述のようにその下支えとい

う重要な役割を果たしている｡

和知町の全町雑務営農体制はさまざまな事情に

よって崩れてしまった｡しかし､たとえば稲次築

港のように農作業受託部を利用することで集落営

農組織を存続させているケ-スもある｡今日､農

作業を請け負う第三セクターと集落営農組織を並

立させ地域の農業を振興させようとする動きは多

い｡和知町は､全国でも早 くにこの取 り組みを開

始した地域であるといってよい｡

高齢化や後継者問題の目処が立ちにくい和知町

農業の現状を考慮すれば､農作業受託部の存在は､
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集落営農組織の継続を保証する重要な条件のひと

つとなっているといってよいだろう｡本来であれ

ば､家族経営あるいは良薬法人､または個別農家

が農作業を受託することによって農業経営が行わ

れることが望ましいが､現実問項としてこれらの

個別経営体に農業の引き受け手がいないという状

況下では農業公社土地管理型第三セクターである

農作業受託部が実質的な農業 (農作業)の担い手

として行動せざるをえない.ここに､畏作業受託

部の存在意義がある｡ 

7.結論 

2002年度に直接支払制度に対 して投入された

国費は､国の予算措置330位円､地方分も含める

と末端で約700位円にのはり､90万 haが対象農

地となった｡実際に協定が結ばれたのは65万 ha

で当初予算の72%に留まっており､その効率性が

低いという批判がある｡しかし初年度の2000年
案縦が57万 haであったことを考えると､2002

年の実縦は制度の有効性が認知されてきているこ

とを反映していると見るべきであり､全国規模で

行われる出業政策としては悪 くない成節であると

評価できる｡

田代洋一によると､直接支払制度の本質的機能

は ｢集落機能維持活性化交付金あるいは地域資源

管理費助成金｣であるとしている12J｡和知町の検

討でも､この性格が強いことを確認できた｡他方､

本制度導入の目的である中山間地域戯業の多面的

機能の発揮という側面は､耕作放棄地の管理 とい

う面を除 くとあまり前面に出てこない｡これはそ

もそも､5年間という時限性が多面的機能の強化

と原理的に矛盾していることから生じている｡多

面的機能は永続的であり､長期的な視野が必要だ

からである｡本来の目的を達成するためには少な

くとも､予算措置に基づ く現行の直接支払制度を､

法的根拠をもつ制度に変更しなければならない｡

だから､法律を制定し､その中に中山間地域の田

畑が担う多面的機能を明確に位置づけることが必

要である｡

その上で､直接支払い制度を具体的なレベルで

より良い方向に変えてい くための課題をい くつか

指摘して結論 としたい｡

第 1の論点は､｢対象農地にかかわる人的単位｣ 

." ] 農政 改革｣の柵図1筑波凹臥 3 頻｡EE代洋一･r ｢ 200年､萌7

と ｢交付金活用にかかわる人的単位｣のズレへの

対応方策である｡この問題は､｢集落協定｣の不

安定要因となる可能性がある｡ とくに､集落外の

怨家が凸地の利用権を集約 していくような場合､

残 りの農家による集落協定 と集落外農家との間で

交付金の利用をめく一る対立が発生する可能性が高

い｡和知町のように担い手がいない築港があった

り､集落営農が弱体化していたりするところでは

この問題への対筒を十分講 じてお く必要がある｡

逆に東北､北関東C)ように､輿港内に複数の雄藩

協定が結ばれているケースもある｡こうした地域

では､集落全体の活動 と協定の共同取 り組み活動

との関係が問題 とされざるを得ない｡いずれの場

合にも､集落協定がかえって集落を ｢分断｣する

危険性をもつ｡そこで､協定参加者 と集落メンバ

ーのズレや一致のバターンを明らかにし､そのバ

ターンごとの課題や協定運営のあり方について検

討することが求められる｡

第二の論点は､和知町のような相対的に高齢

化 ･零細集落での制度沓人が立ち遅れていること

である｡これらの地域は､従来から地域活力の低

下が著しい｡そのために､直接支払い制度の前提

である集落協定を結びた くても結べないのであ

るOということは､直接支払制度の悪因に反して､

中山間地域の内部に格差を生み出すことになる｡

この間頬は､本制度が ｢地方裁丑主義｣を採用し､

輿藩の自発性 ･主体性に依存することから､半は

必然的に生まれる事態である｡こうした新たに生

みだされる地域間格差へ対応 していくためには､

市町村レベルから国家レベルにいたる各段階での

中山間地域の適切な位荘づけこそが不可欠であ

る｡中山間地域集落の維持や再編のあり方､そこ

での公共投資のあり方を含めた長期的な視点を持

ったグラソ ドデザイソの構築が､求められている

のである｡

第三の論点は､直接支払制度と集落営農 との関

係､あるいはそれぞれのあり方である｡和知町で

は､現在でも集落営農を続けている集落の多 くで

直接支払制度を鋸落営戯振興の原資として活用し

ている｡直接支払いが集落機能を呼び覚まし､そ

の活性化に寄与 していることは確かである｡この

ように､直接支払制度 と集落営農には密接な関係

があり､直接支払い制度を基盤 とする集落営農が 
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地域殿業の再編と多面的機能の担い手として機能

する可能性を無視するわけにはいかないo Lかし

中長期的には､現行水準の交付金や新規就戯者に

稚い交付金を前埠とすれば､直接支払制度のみで

躯落常段､ひいては地域L惣菜を振興させることは

きわめて困難であるOむしろ､和知町のケースス

タディで明らかになったように､Bk作業受託部のL

ような第=_セクターあるいは段業公社が媒落営段

を支えたり､実質的な担い手として登場したりす

ることなしに､躯港宮殿の継続もありえない｡と

すれば､第三セクターを活用するような紫渚を超

えた取り組み､つまり ｢複数躯溝鼠定｣に対して

も直接支払制度を適用できるように制度を改める

べきである｡


